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監査委員公表第６号 

  平成27年3月13日付26長監第84号の監査結果の報告に基づき、措置を講じた旨の通知があ

ったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、次のとおり公

表する。 

   平成27年７月７日 

長崎県監査委員 石橋 和正 

同    砺山 和仁 

同    中村 和弥 

同    山田 朋子 
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                                                   平成２７年５月２８日 

    

 長崎県監査委員  石橋 和正 様 

 長崎県監査委員  砺山 和仁 様 

 長崎県監査委員  外間 雅広 様 

 長崎県監査委員  山田 朋子 様 

 

 

長崎県知事 中村 法道   印  

                                            

 

   平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置について（通知） 

 

平成２７年３月１３日付２６長監第８４号の監査結果の報告に基づき、別紙のとお

り措置を講じたので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：総務部

【五島振興局】

収入未済

　収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。 （県
税等）
〔管理部税務課〕

　収入未済については、速やかに財産や
勤務先等の照会をはじめとした徹底した
調査を行い、預金・給与等の差押などの
滞納処分を実施して収入未済額の縮減に
取り組んでおります。
　また、接触が困難な滞納者に対しては、
夜間・休日の電話催告及び臨戸により自
主納付を促しております。
　特に収入未済額のほとんどを占める個
人県民税については、①長崎県地方税回
収機構を活用した五島市及び新上五島
町との連携・協働による効果的な滞納整
理、②地方税法第４８条による県の直接
徴収の実施などにより、収入未済額の縮
減に努めております。
　今後も、適正・公平な賦課徴収に努め、
実効性のある徴収対策を講じて、収入未
済額の縮減に取り組んでまいります。

【壱岐振興局】  

収入未済

　収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。（県
税等）
〔管理部税務課〕

　県税の収入未済については、電話及び
臨戸による早期接触を図り滞納者の現状
把握に努め、自主納付が見込めない滞納
者に対しては、すみやかに財産調査を行
い預金や保険などの差押を積極的に実
施しております。
　なお、接触が困難な滞納者に対しては、
夜間や休日に臨戸及び電話することによ
る効果的な催告を実施し、大口や常習滞
納者に対しては、状況に応じて滞納整理
を視野に入れた財産調査を早期に着手し
ております。また、高額課税案件について
は、早期接触を図り納期内納付を促すな
ど新たな滞納発生を防止しております。
　特に、個人県民税は収入未済額の９３．
２％を占めていることから、長崎県地方税
回収機構を活用した壱岐市との連携・協
働による催告、捜索、差押を実施するとと
もに、滞納発生を抑制するため、市と連携
して住民税特別徴収制度の推進に取り組
んでおります。
　今後も、適正・公平な賦課徴収に努め、
実効性のある徴収対策を講じて、収入未
済額の縮減に取り組んでまいります。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：総務部

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置

【対馬振興局】

収入未済

　収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。（県
税等）
〔管理部税務課〕

　収入未済については、文書及び昼夜の
電話や自宅等への訪問などによる催告を
行うとともに、滞納者の現状把握に努め、
自主納税に応じない滞納者に対しては給
与・預貯金・保険等の債権を中心に差押
を実施しております。
　特に、収入未済額の約９０％を占める個
人県民税の未収対策については、「長崎
県地方税回収機構」を通じ、連携・協働の
うえ未収額の縮減に努めております。
　併せて、個人県民税の滞納発生を抑制
するため、市と連携して住民税特別徴収
制度の推進に取り組んでおります。
　今後とも、適正・公平な賦課徴収を推進
し、収入未済額の縮減に努めてまいりま
す。



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：企画振興部

【五島振興局】

収入

家畜衛生課の各種検査手数料について
は、現金等の受払いの都度、現金出納簿
に登記し、その出納を明らかにしなけれ
ばならないが、登記漏れなどその事務処
理に不備がある。
〔管理部総務課〕

　今年度から複数の職員によるチェック体
制をとり再発防止に取り組むとともに、今
後財務規則に基づいた適正な処理を行い
ます。

物品

　 消耗品出納簿について、安全運転管理
者講習受講申請のため購入した収入証
紙が登記されていない。
〔管理部総務課〕

　規則等に基づき、即日受払いについて
も消耗品出納簿への登記を行うよう改め
ました。
　また再発防止のため、物品取扱規則に
ついて、局内職員に周知するとともに、安
全運転管理者講習に関する書類に、「収
入証紙の消耗品出納簿登記要」と明記
し、再発防止に努めてまいります。

【五島振興局上五島支所】

物品

   振興局内で実施した物品の照合点検
の結果、1件の物品について現物との確
認ができていない。
〔総務課〕

　確認ができていない物品については、
平成２３年度の配置物品点検において廃
棄処分すると整理されていましたが、廃棄
処分のために必要な委託業務期間が取
れず、また、次年度以降に廃棄処分をす
る物品が生じた際にまとめて処分すること
とし、処分は行いませんでした。
　平成２４年度の配置物品点検の際には
所在の確認を行い、今後の処分に備え、
当該物品を総務課から別室に移動しまし
た。
　平成２５年度の配置物品点検時には所
在が確認できず、平成２５年度から平成２
６年度末までに、当時の職員に状況確認
を行うとともに合計５回の再点検を行いま
したが発見には至りませんでした。
　他の廃棄予定物品と混雑して保管して
おり、他の物品とともに誤って廃棄したも
のと判断されるため、物品管理室長へ配
置物品点検・照合結果に伴う事務処理に
ついて報告を行い、平成２７年３月２７日
付で物品管理簿より削除を行いました。
　今後は、廃棄予定品の混雑した保管を
さけるため、物品の処分方法区分毎に保
管を行うとともに、物品廃棄の際には、複
数の職員で物品の確認を行い、このよう
なことがないよう適正な物品管理に努め
てまいります。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：企画振興部

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置

【壱岐振興局】

物品

　壱岐振興局電話交換機改修工事により
発生した電話交換機本体及び電話設備
について、物品への組み入れ、または従
物（工作物等）内訳表への登載のいずれ
についても行われていない。
〔管理部総務課〕

　電話交換機本体を含む電話設備の改
修後において、その財産の整理について
なされていなかったものです。
　その取扱いについては、当該電話設備
等の中には単品で利用・処分等できるも
のも含まれる事から、他振興局等の状
況、本庁の意見を踏まえ、財産の管理
上、物品として管理する事が適当と判断
し、物品の組み入れ手続きを行いました。
　今後、工事等により発生した財産の取り
扱いについて、職員への周知を行い再発
防止に努めてまいります。



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：県民生活部

【諫早食肉衛生検査所】

委託契約

　質量分析装置保守点検業務委託にお
いて、検査調書が作成されず、請求書に
おける履行確認のみで処理されている。
　また、保守点検業務終了に伴う作業報
告書が、受託者でない者から提出されて
いる。

　平成２６年度は、３月３１日に受託者（正
晃株式会社）から作業完了報告書を受理
し、検査調書を作成いたしました。次年度
以降も受託者からの報告書提出と検査調
書の作成を徹底し、適正な事務処理に努
めてまいります。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：福祉保健部

【西彼福祉事務所】

収入未済

収入未済については、前年度より増加し
ているので、より実効性のある徴収対策
に取り組み、収入の確保に努めること。
（生活保護法返還金等）

　未収金対策会議の開催や債権管理嘱
託員との情報交換を行い、同嘱託員との
連携を強化するなどして未収金の解消に
取り組んでまいります。
　また、被保護世帯に対する収入申告義
務の周知徹底を図るとともに、定期的な
家庭訪問を確実に行い、生活状況を適切
に把握し新たな未収金を発生させないよ
う取り組んでまいります。
　さらに、法第７８条徴収金については、
法改正に伴い、保護費との調整により債
権回収を進めてまいります。

【東彼・北松福祉事務所】

収入未済
　収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。
（生活保護法返還金等）

　年度当初の家庭訪問で収入申告義務を
周知徹底し、収入未済発生の未然防止に
努めています。
　また、総務福祉班、保護班及び債権管
理嘱託員で相互に連携をとり、文書及び
電話等による催告のほか家庭訪問による
催告を実施し、徴収に努めています。
　さらに、法第７８条徴収金については、
法改正に伴い、保護費との調整により債
権回収を進めてまいります。

【上五島福祉事務所】

収入未済

　収入未済については、前年度より増加し
ているので、より実効性のある徴収対策
に取り組み、収入の確保に努めること。
（生活保護法返還金等）

　滞納者の状況に応じ履行延期措置を講
じることや、債権管理嘱託員との連携を図
り未収金の回収に努めるとともに、毎月、
未収金対策会議を開催して現在の未収
金の状況を把握し、家庭訪問等における
督促の対策を強化して、新たな未収金を
発生させないよう事務所全体で取り組ん
でおります。
　さらに、法第78条徴収金については、法
改正に伴い、保護費との調整により債権
回収を進めてまいります。

【長崎こども・女性・障害者支援センター】

物品
　物品の管理において、所在の確認がで
きていない物品が１件ある。

　指摘があった所在の確認ができていな
い物品１件について、全職員でセンター内
を探しましたが、所在の確認には至ってお
りません。今後も引き続き捜索を続けてま
いります。
　今後はこのようなことがないよう、決めら
れた収納場所での保管の徹底はもとよ
り、持ち運びが容易で複数の職員が使用
する物品については、持ち出し簿を作成
し、所在が確実に把握できるようにいたし
ております。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：福祉保健部

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置

【こども医療福祉センター】

収入未済
　収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。
（障害福祉使用料等）

　債権管理嘱託員との連携を図りながら、
家庭訪問や電話催告等を積極的におこな
い、更なる未収金の回収に努めてまいり
ます。

収入
　平成２５年度に発生した障害福祉使用
料等に係る収入未済１０名の債権管理簿
が作成されていない。

　債権管理簿につきましては、監査の指
摘後、直ちに作成いたしました。今回の事
例が生じた原因は、洗濯代（入院児の洗
濯依頼に係る料金）の調定と納入通知に
ついては総務係で行い、未収金の徴収に
ついては、医事係において債権管理を行
うこととしておりますが、その連絡が一部
不徹底であったものです。今後は、担当
間での連絡を徹底してまいります。

予算の執行

　医薬品購入の単価契約において、契約
解除の場合の違約金として100分の10に
相当する金額を規定しておく必要がある
が、記載の内容が異なっている。

　平成２７年度に締結する契約から契約
書の条文を是正いたしました。



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：産業労働部

【工業技術センター】

委託契約

　液体クロマトグラフ質量分析装置保守点
検業務委託契約の契約保証金について、
入札保証金充当後の不足額が契約締結
後に納付されている。

　年間の保守点検委託に係る一般競争入
札を４月３日に行いましたが、落札者と４
月３日付で契約したため、入札直後に納
入通知書を発行、通知した入札保証金充
当後の不足額に係る契約保証金が、契約
締結後の納付となってしまいました。
　平成２７年度の契約につきましては、債
務負担を設定し、３月に入札を実施、契約
保証金の納付後に契約を締結いたしまし
た。今後とも、規則や要領等に則り、適正
な事務処理に努めてまいります。

【佐世保高等技術専門校】

収入
　行政財産使用許可において、使用許可
の相手方以外の者から電気代を徴収して
いる。

　使用許可の相手方から徴収すべきとこ
ろを賄業務受託者より徴収していました。
　今回指摘を受けたことにより、使用許可
の相手方から直接電気代を徴収するよう
に是正いたしました。今後、適正な財務規
則の執行に努めてまいります。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：水産部

【対馬振興局】

収入

　市に権限移譲している港湾・漁港施設
使用料の徴収において、前年度に引き続
き権限移譲交付金交付要綱に定める期
日までに使用料の徴収がされていない。
〔建設部管理課〕

  市の徴収委託先である漁協や船会社の
事務処理の遅延や、市の出納機関の事
務処理可能日が週一回程度と少ないこと
などが徴収遅れの大きな原因となってお
り、現在、市に対して改善策を検討し、是
正するよう指導を行っています。

【総合水産試験場】

物品
　活性炭購入において、１００万円を超え
る契約であるにもかかわらず、契約書及
び検収調書が作成されていない。

  「物品に係る見積等の契約事務の注意
事項」を作成し、経理職員への周知徹底
を行うとともに、チェックリストによるチェッ
クの徹底を周知いたしました。
　今後は、このような事務手続きの誤りが
ないよう、適正な事務執行に努めてまいり
ます。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：農林部

【農林技術開発センター】

財産の管理
　従物（工作物等）内訳表が作成されてい
ない。

　本所及び畜産研究部門の一部以外は、
平成２７年３月に従物内訳表の作成を終
えておりますが、本所では一般県道諫早
外環状線道路改良工事に伴い、財産の
大幅な変動が生じていることや、畜産研
究部門の一部では防疫対象区域として立
入を禁止しているため調査を継続しており
ます。
　これらの従物内訳表については、道路
改良工事が平成２７年度に完成予定であ
り、また、防疫対象区域は平成２７年の夏
季に解除される見込みであるため、平成
２７年１１月までに順次整備してまいりま
す。

収入

　地下埋設物にかかる行政財産使用許可
において、１件当たりの占用料が改正さ
れているにもかかわらず改正前の占用料
により使用料を算出している。
　また、使用料に消費税を加算して徴収し
ているものがある。

　当該使用料の算定誤りにより過大徴収
となっているため、平成２７年３月に相手
方への返還手続きを完了するとともに、同
様の誤りがないか過去５年分の総点検を
実施し、当該案件以外は適正に処理され
ていることを確認しております。
　今後は直近の県道路占用料徴収条例
別表との突合や消費税の加算状況を職
員相互間で確認し、適正な事務処理を徹
底してまいります。

委託契約

　長期継続契約である浄化槽保守点検業
務委託（病害虫防除所）において、平成２
５年度の契約に係る支出負担行為決議及
び支出が年度内に行われていない。

　当該長期継続契約は平成２５年度にか
かる支出負担行為決議及び支出手続き
が年度内に行われておらず、平成２６年５
月に過年度支出により支出処理を完了し
ております。
　今後は、長期継続契約の更新時におい
て、速やかに病害虫防除所から農林技術
開発センターへ書面で財務処理を依頼す
るとともに、農林技術開発センターでは一
覧表と契約状況の突合を実施する等、両
所属で相互確認することにより、支出負担
行為決議及び支出漏れが生じることがな
いよう徹底してまいります。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：土木部

【五島振興局】

収入未済

　収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。 （港
湾施設整備特別会計：港湾施設使用料）
〔建設部管理・用地課〕

　過年度からの収入未済については、平
成２６年３月に５年間の時効期間に到達し
たため、不納欠損処分の事務手続きを行
いました。

委託契約

　福江空港駐車場周辺緑地管理業務委
託契約の精算報告において、前年度に引
き続き契約書に精算明細書の提出が約
定されておらず、精算確認が不十分と
なっている。
〔建設部管理・用地課〕

　平成２５年度管理業務委託契約書につ
いては、五島市と協議し精算明細書の様
式を定め変更契約するべきでしたが、契
約変更に至っておりませんでした。そこ
で、今般、五島市と協議の上、精算明細
書を提出してもらいました。
　なお、平成２６年度契約については受検
後の１０月１６日に変更契約を行い、精算
明細書の様式を定めました。

【五島振興局上五島支所】

委託契約

   若松大橋航路灯点検業務委託におい
て、工事関連委託ではないにもかかわら
ず、変更契約時の見積書の徴取が省略さ
れている。
 〔建設部建設課〕

　今回の指摘を踏まえ、平成２６年度から
は変更契約時の見積書を徴取しておりま
す。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：土木部

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置

【対馬振興局】

収入

　市に権限移譲している港湾・漁港施設
使用料の徴収において、前年度に引き続
き権限移譲交付金交付要綱に定める期
日までに使用料の徴収がされていない。
〔建設部管理課〕

　市の徴収委託先である漁協や船会社の
事務処理の遅延や、市の出納機関の事
務処理可能日が週一回程度と少ないこと
などが徴収遅れの大きな原因となってお
り、現在、市に対して改善策を検討し、是
正するよう指導を行っております。

収入未済

　収入未済については、効果的な徴収対
策を講じ、収入の確保に努めること。（一
般会計、港湾施設整備特別会計：港湾施
設使用料等）
(建設部管理課)

【平成２４年度発生未収金】
　生活実態（生活保護受給中）や健康状
態（脳梗塞等の後遺症あり）等から、現時
点で納付資力はなく、納付履行は困難と
判断されたことから、平成２６年１２月に履
行期間延長申請を徴取し、現在、本課（港
湾課）において承認の可否を検討しており
ます。
　今後は、申請が承認された場合は、適
宜、訪問や電話等により生活実態等の把
握に努めてまいります。
【平成２１年度発生未収金】
　平成２６年度当初に会社を訪問し、経営
状況や生活状況等について聞取り調査を
行ったうえで新たに分納計画書を徴取し、
計画的な納付を指導しました。
　会社経営が厳しく、少額ずつの納付しか
見込めない状況ですが、会社の経営状況
や生活状況等に注視しながら、訪問や電
話催告等を粘り強く行い、未収解消に努
めてまいります。
【平成２０年度発生未収金】
　平成２６年度当初に会社を訪問し、現在
の経営状況等について聞取り調査を行う
とともに、分納計画に沿った計画的な納
付を指導しました。
　事業の好不調もあり、計画どおりの履行
には至っておりませんが、毎年度納付は
続いており、引き続き、訪問や電話による
納付催告を粘り強く行い、未収解消に努
めてまいります。



【意見】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：水産部

【漁港漁場課】

財産の管理

　公有財産の使用許可にあたっては、３
万円を超える許可の場合、使用料にかか
る債権の保全を確実にするため、未納が
ない等の場合を除き連帯保証人を立てさ
せている。また、一定の要件に該当する
場合は、使用料を減免することができるこ
ととなっている。
　しかしながら、今年度の監査において、
連帯保証人が必要であるにもかかわらず
立てさせていない事例、減免を行っている
が必要とされる減免申請書が提出されて
いない事例が見受けられた。
　また、連帯保証人については、公共事
業等の請負者が当該工事の施工のため
使用する場合において、港湾及び漁港施
設では不要としているのに対し、道路・河
川関係では必要としており、連帯保証人
の取り扱いが異なっている状況にある。
　ついては、公有財産使用許可の適正な
取り扱いについて指導徹底を行うととも
に、連帯保証人については、統一的な取
扱いとなるよう見直しを行う必要がある。

　減免を行う場合の減免申請書の提出に
ついては、適正な事務処理に努めてまい
ります。
　連帯保証人の取扱いについては、水産
部及び土木部が所管する管理業務の適
正な執行を図るために設置した土木関係
管理業務対策会議などにおいて、見直し
を検討することとしています。

収入

　県管理の漁港及び港湾施設の使用料
のうち権限移譲により市町において徴収
されたものについては、毎月徴収したもの
を翌月の定められた納期限までに納入す
ることになっている。
　昨年度の監査において、その遅延が多
く見受けられたが、その後、市町への早
期納入依頼や納期限の延長（毎月２０日
まで）など改善が行われている。しかしな
がら、依然として一部地域においては遅
延が発生している。
　ついては、市町に対し期限内の納入を
強く働きかける必要がある。

  権限を委譲している各市町に対し改め
て働きかけを行い、徴収された使用料が
毎月定められた納期限までに確実に納入
されるよう努めてまいります。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【意見】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：土木部

【道路維持課】

財産の管理

　公有財産の使用許可にあたっては、３
万円を超える許可の場合、使用料にかか
る債権の保全を確実にするため、未納が
ない等の場合を除き連帯保証人を立てさ
せている。また、一定の要件に該当する
場合は、使用料を減免することができるこ
ととなっている。
　しかしながら、今年度の監査において、
連帯保証人が必要であるにもかかわらず
立てさせていない事例、減免を行っている
が必要とされる減免申請書が提出されて
いない事例が見受けられた。
　また、連帯保証人については、公共事
業等の請負者が当該工事の施工のため
使用する場合において、港湾及び漁港施
設では不要としているのに対し、道路・河
川関係では必要としており、連帯保証人
の取り扱いが異なっている状況にある。
　ついては、公有財産使用許可の適正な
取り扱いについて指導徹底を行うととも
に、連帯保証人については、統一的な取
扱いとなるよう見直しを行う必要がある。

　許可にあたっては、連帯保証人が必要
な要件を確認のうえ適切に対応するよう
平成２２年通知の周知徹底を図りました。
　減免を行う場合の申請書については、
減免の根拠規定と減免申請書添付を再
確認するなど、再度周知を図ります。
　連帯保証人の取扱いについては、水産
部とも協議を行い、見直しについて検討し
ております。

【港湾課】

財産の管理

　公有財産の使用許可にあたっては、３
万円を超える許可の場合、使用料にかか
る債権の保全を確実にするため、未納が
ない等の場合を除き連帯保証人を立てさ
せている。また、一定の要件に該当する
場合は、使用料を減免することができるこ
ととなっている。
　しかしながら、今年度の監査において、
連帯保証人が必要であるにもかかわらず
立てさせていない事例、減免を行っている
が必要とされる減免申請書が提出されて
いない事例が見受けられた。
　また、連帯保証人については、公共事
業等の請負者が当該工事の施工のため
使用する場合において、港湾及び漁港施
設では不要としているのに対し、道路・河
川関係では必要としており、連帯保証人
の取り扱いが異なっている状況にある。
　ついては、公有財産使用許可の適正な
取り扱いについて指導徹底を行うととも
に、連帯保証人については、統一的な取
扱いとなるよう見直しを行う必要がある。

　許可にあたっては、連帯保証人が必要
な要件を確認のうえ適切に対応するよう
平成２２年通知の周知徹底を図りました。
　減免を行う場合の申請書については、
減免の根拠規定と減免申請書添付を再
確認するなど、再度周知を図ります。
　連帯保証人の取扱いについては、水産
部とも協議を行い、見直しについて検討し
ております。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【意見】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：土木部

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置

収入

　県管理の漁港及び港湾施設の使用料
のうち権限移譲により市町において徴収
されたものについては、毎月徴収したもの
を翌月の定められた納期限までに納入す
ることになっている。
　昨年度の監査において、その遅延が多
く見受けられたが、その後、市町への早
期納入依頼や納期限の延長（毎月２０日
まで）など改善が行われている。しかしな
がら、依然として一部地域においては遅
延が発生している。
　ついては、市町に対し期限内の納入を
強く働きかける必要がある。

　徴収した使用料の納入遅れの件につい
ては、各振興局において、権限移譲市町
に対し期限内納入を指導してきています
が、一部の市町においてまだ是正されて
いない状況です。
　原因は、市町だけでなく、関係する船会
社、漁協等の事務の遅れであり、引き続
き市町に対し是正を指導してまいります。

【河川課】

財産の管理

　公有財産の使用許可にあたっては、３
万円を超える許可の場合、使用料にかか
る債権の保全を確実にするため、未納が
ない等の場合を除き連帯保証人を立てさ
せている。また、一定の要件に該当する
場合は、使用料を減免することができるこ
ととなっている。
　しかしながら、今年度の監査において、
連帯保証人が必要であるにもかかわらず
立てさせていない事例、減免を行っている
が必要とされる減免申請書が提出されて
いない事例が見受けられた。
　また、連帯保証人については、公共事
業等の請負者が当該工事の施工のため
使用する場合において、港湾及び漁港施
設では不要としているのに対し、道路・河
川関係では必要としており、連帯保証人
の取り扱いが異なっている状況にある。
　ついては、公有財産使用許可の適正な
取り扱いについて指導徹底を行うととも
に、連帯保証人については、統一的な取
扱いとなるよう見直しを行う必要がある。

　許可にあたっては、連帯保証人が必要
な要件を確認のうえ適切に対応するよう
平成２２年通知の周知徹底を図りました。
　減免を行う場合の申請書については、
減免の根拠規定と減免申請書添付を再
確認するなど、再度周知を図ります。
　連帯保証人の取扱いについては、水産
部とも協議を行い、見直しについて検討し
ております。
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【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：教育庁

【長崎南高等学校】

収入
　証明手数料に係る現金の受払いにおい
て、現金出納簿に金額を誤って記載して
いる。

　担当者の錯誤により、現金出納簿に
誤った金額を登記してしまいました。今後
は、現金出納簿登記後、事務室内で調定
書類と共に回覧し確認することにより、再
発防止に努めます。

【諫早高等学校 】

収入

　定時制高等学校授業料について、現金
を受領したにもかかわらず領収書を発行
せず金庫に保管していたため、現金出納
簿への登記及び納入が遅延している。

　過年度卒業生１名の２月分授業料を窓
口収納したあとすぐに収納処理をすべき
ところを、領収書を発行せずそのまま金庫
に保管していたため処理が遅延してしま
いました。
　今後は、このような事がないよう、事務
室全職員で現金収納における会計処理
の確認を徹底しました。
　また、定期的に金庫に保管している現
金の確認を行い、収納事務の遅延防止に
努めます。

【壱岐商業高等学校 】

予算の執行
　旅費（精算払い）の支給が大幅に遅延し
ている。

　引率旅費について、証明書類が揃わず
支給が大幅に遅延してしまいました。今後
は引率者への証明書類の早期提出の呼
びかけを徹底するとともに、旅費全般につ
いて、支出状況を旅行命令簿や出張伺等
で定期的に確認し、支給の遅延がないよ
う適正な事務処理に努めてまいります。

【島原翔南高等学校】

予算の執行

　バスケットボール新ルールライン改修工
事において、内容が修繕費に該当すると
判断し、「需用費」で支出しているにもか
かわらず、財務規則に定められた限度額
を超えて随意契約を行っている。

　財務規則及び関係法令に対する知識不
足により、誤った処理を行っていました。
　今後は、財務規則、入札・契約事務マ
ニュアル等をもとに、「校内研修」を実施し
て理解を深め、職員相互のチェック機能を
強化し、適正な業務執行に努めます。

【諫早東高等学校 】

予算の執行
　ブラスバンド楽器の備品購入において、
予定価格が積算価格から「歩切り」されて
いる。

　今回の「歩切り」は、単純な記載ミスによ
り発生したものです。今後は、「校内研修」
を実施し、根拠のない歩切りをすることが
ないよう、あらためて予定価格の設定方
法を確認するとともに、再発防止を図って
適正な事務の執行に努めます。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：教育庁
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【佐世保工業高等学校】

委託契約

　産業廃棄物収集運搬処理業務委託（８
月実施分）において、ひとつの契約である
にもかかわらず、排出場所（校舎、第２グ
ランド）毎に予定価格を設定し、それぞれ
見積書を徴取して決定している。

　ひとつの契約であるにもかかわらず、作
業場所ごとに見積執行してしまったこと
は、基本的な財務会計処理の認識不足
等によるものであり、今後は、財務規則及
び入札契約事務マニュアルに沿って適正
な事務処理を行うとともに、「校内研修」を
実施し、再発防止に努めます。

【川棚特別支援学校】

委託契約

　体育館照明器具等改修工事の設計委
託の支払において、契約は法人であるの
に前年度の個人事業者であった時の債
権者登録を使用したため、支払先及び振
込口座が請求書と相違している。
　また、誤って個人事業者として源泉徴収
を行っている。

　請負業者の状況確認が不十分だったた
め誤った会計処理を行ってしまいました。
　今後は、「校内研修」を実施するととも
に、事務室内のチェック体制の再確認を
行い、より慎重な事務処理をするよう努め
ます。

【口加高等学校 】

物品
　エアコン（業務用）の処分において、産
業廃棄物として関係法令に基づいた処理
が行われていない。

　関係規則に対する知識不足により、誤っ
た処理を行っていました。
　今後は、財務規則、入札・契約事務マ
ニュアル、定期監査指摘事例集をもとに、
「校内研修」を実施して理解を深め、職員
相互のチェック体制を強化し、適正な事務
処理に努めます。

【佐世保東翔高等学校 】

物品

　校内で実施した物品の照合点検の結
果、多数の物品について現物確認ができ
なかったにもかかわらず、その後の確認
調査が十分ではない。
　また、調査の結果、不用決定することな
く処分した物品が２点あったことが確認さ
れている。

　現物確認できなかった物品２３品の内、
２１品については所在確認ができ、配置
替等の事務処理を行いましたが、２点に
ついては調査の結果処分済みであったた
め、不用決定処分を行いました。
　今後は、「校内研修」を実施し、事務職
員はもとより全職員に対して、長崎県物品
取扱規則等を周知徹底し、適正な管理に
努めてまいります。
　また、現物確認方法については、管理
簿に記載されている物品だけを現物と照
合するのではなく、未記載の物品を確認し
た場合は管理簿に追記するようにし、配
置場所が移動していた物品についても、
確認するように改めてまいります。



【意見】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：教育庁

【教育環境整備課】

物品

　県立学校におけるパソコンについて、県
単独予算で購入されたものを調査した
が、購入したパソコン１３４台全てにおい
て、備品購入費で予算措置されているた
め、リースとの比較検討を行わないまま
導入されていた。
　また、県立学校用として本庁で調達する
パソコンについて、国庫補助制度が平成
２６年度から廃止されリースが可能となっ
た後においても、購入とリースの比較検
討は一定行っているが、維持管理費を含
む詳細な検討は行われていない。
　ついては、パソコンの導入に際しては、
リース契約との比較、一括購入などの経
済性・効率性を踏まえた導入方法の検討
を行うべきである。

　県立学校が独自に調達するパソコン
は、各学校によって仕様（性能及びソフト）
が様々であるため、本庁で一括調達する
ことは困難です。なお、各学校における
リース契約については、経済性及び効率
性を総合的に検証します。
　また、県立学校用として本庁で調達する
パソコンについては、平成２８年度予算編
成に向けて、より詳細に「買い取り＋修繕
等＋処分」経費と「リース」経費を比較検
討する予定です。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置



                           崎 公 委（会）第 ２ 号 

平成 2 7 年 ５ 月 2 8 日 

 

 長崎県監査委員  石 橋 和 正 様 

 長崎県監査委員  砺 山 和 仁 様 

 長崎県監査委員  外 間 雅 広 様 

 長崎県監査委員  山 田  朋 子 様 

 

                   長崎県公安委員会委員長 

前田 一彦 印  

 

 

   平成 26年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置について（通知） 

 

 平成27年３月13日付け 26 長監第 84 号の監査結果の通知に基づき、別紙のとおり措 

置を講じたので通知します。 



【指摘事項】
項　　　目 監　査　の　結　果 講　じ　た　措　置

部局名：警察本部

【江迎警察署】

物品
年賀葉書について、消耗品出納簿への
登記がされていない。

長崎県物品取扱規則の規定を十分に確
認していなかったため、出納簿への登記
が漏れていたものです。
今後は、関係規定をよく確認しながら適
正な物品出納事務を行い、再発防止に努
めます。

【壱岐警察署】

委託契約

産業廃棄物（廃プラスチック類、鉄くず）
の収集・運搬及び処分業務委託におい
て、収集・運搬と処分業務を別途契約して
いるにもかかわらず、廃プラスチック類の
処分については、処分委託をしていない
収集・運搬業者からの見積もりにより決定
している。
また、契約書上の根拠がなく、廃プラス
チック類の処分委託料を含め収集・運搬
業者に対して一括して支出している。

産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務
をまとめて１件の契約として処理すること
としていたものですが、担当者の認識誤り
により収集・運搬と処分業務のそれぞれ
について契約書を作成して委託を行い、
その対価については収集・運搬業者へ一
括して支払ったものです。
今後は、長崎県財務規則及び入札契約
事務マニュアル等に沿った適正な契約、
支出事務を行い、再発防止に努めます。

平成２６年度普通会計定期監査（後期）結果に係る措置


